
い ば ら き ア マ ビ エ ち ゃ ん 事 業 者 登 録 協 力 金 支給要綱 

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  知 事 は ， 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 感 染 拡 大 を 防 止 す る た め ， 感

染 拡 大 防 止 対 策 を 講 ず る 中 小 企 業 者 等 に 対 し ， い ば ら き ア マ ビ エ ち

ゃ ん 事 業 者 登 録 協 力 金 （ 以 下 「 協 力 金 」 と い う 。 ） を 支 給 す る も の

と し ， そ の 支 給 に 関 し て は ， こ の 要 綱 に 定 め る も の と す る 。  

 

（ 支 給 対 象 者 ) 

第 ２ 条  協 力 金 の 支 給 対 象 と な る 者（ 以 下「 支 給 対 象 者 」と い う 。）

は ， 茨 城 県 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 感 染 症 の 発 生 の 予 防 又 は ま ん 延 の

防 止 と 社 会 経 済 活 動 と の 両 立 を 図 る た め の 措 置 を 定 め る 条 例 （ 令 和

２ 年 条 例 第 46号 ， 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 ５ 条 に 基 づ き ， 条 例 第

２ 条 第 ３ 項 の 特 定 シ ス テ ム （ 以 下 「 い ば ら き ア マ ビ エ ち ゃ ん 」 と い

う 。 ） に 登 録 す る こ と を 義 務 付 け ら れ て い る 事 業 所 を 有 し 又 は 催 物

を 催 す 者 で あ っ て ， 現 に い ば ら き ア マ ビ エ ち ゃ ん に 事 業 所 を 登 録 し

て お り ， か つ ， 県 が 定 め る ガ イ ド ラ イ ン に 基 づ き 感 染 防 止 対 策 を 実

施 し て い る 茨 城 県 内 に 事 業 所 を 有 す る 者 と す る 。  

た だ し ， 大 規 模 イ ベ ン ト を 行 う 者 に つ い て は ， 令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １

日 ま で に ， い ば ら き ア マ ビ エ ち ゃ ん の 登 録 が 義 務 付 け ら れ て い る イ

ベ ン ト を 開 催 す る 者 に 限 る 。  

 

（ 不 支 給 要 件 ）  

第 ３ 条  前 条 の 規 定 に か か わ ら ず ， 次 の 各 号 の い ず れ か 該 当 す る 者 に

対 し て は ， 協 力 金 を 支 給 し な い 。  

（ １ ） 茨 城 県 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 22年 茨 城 県 条 例 第 36号 ） 第 ２ 条 第

１ 号 か ら 同 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 者  

（ ２ ） 代 表 者 又 は 役 員 の う ち に 暴 力 団 員 及 び 暴 力 団 員 等 （ 茨 城 県 暴 力

団 排 除 条 例 第 ２ 条 第 ２ 号 及 び 同 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 及

び 暴 力 団 員 等 を い う 。 ） に 該 当 す る 者 が あ る 中 小 企 業 者 等  

（ ３ ） 地 方 公 共 団 体  

（ ４ ） 中 小 企 業 の 事 業 活 動 の 機 会 の 確 保 の た め の 大 企 業 者 の 事 業 活 動

の 調 整 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ５ ２ 年 法 律 第 ７ ４ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 に

規 定 す る 大 企 業 者 及 び こ れ に 類 す る 法 人  

 

 （ 警 察 本 部 等 へ の 確 認 ）  

第 ４ 条  知 事 は ， 必 要 に 応 じ 申 請 者 に つ い て ， 前 条 第 ２ 項 第 １ 号 及 び

第 ２ 号 の 該 当 の 有 無 を 県 警 察 本 部 長 あ て 照 会 す る こ と が で き る 。  

 

（ 協 力 金 の 額 ）  

第 ５ 条  協 力 金 の 額 は ， １ 事 業 者 当 た り ３ 万 円 と し ， 複 数 の 事 業 所 を

有 す る 場 合 は ， ３ 万 円 を 加 え た 額 と す る 。  

 

（ 協 力 金 の 支 給 申 請 ）  

第 ６ 条  支 給 対 象 者 は ， 協 力 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る と き は ， い ば

ら き ア マ ビ エ ち ゃ ん 事 業 者 登 録 協 力 金 申 請 書  (様 式 第 １ 号 。 以 下



「 申 請 書 」 と い う 。 )  又は電子申請により必 要 な 書 類 を 添 え て ， 知 事

に 申 請 す る も の と す る 。  

２  協 力 金 の 申 請 期 間 は ， 知 事 が 別 に 定 め る 。  

 

（ 宣 誓 ・ 同 意 事 項 ）  

第 ７ 条  申 請 者 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 全 て の 事 項 に つ い て 宣 誓 又 は 同

意 を す る も の と し ， 知 事 は ， 当 該 宣 誓 又 は 同 意 を し な い 者 に は ， 協

力 金 を 支 給 し な い 。  

（ １ ） 第 ２ 条 に 規 定 す る 支 給 対 象 者 で あ る こ と 。  

（ ２ ） 第 ３ 条 に 規 定 す る 不 支 給 要 件 に 該 当 し な い こ と 。  

（ ３ ） 知 事 が 行 う 関 係 書 類 の 提 出 指 示 ， 事 情 聴 取 及 び 立 ち 入 り 検 査 に

応 じ る こ と 。  

（ ４ ） 虚 偽 や 不 正 な 手 段 に よ り 協 力 金 を 受 給 し た 場 合 に は ， 協 力 金 の

返 還 を 行 う こ と 。  

（ ５ ） 県 の 「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 拡 大 を 防 止 す る た め 行 っ て

い た だ き た い 取 組 （ ガ イ ド ラ イ ン ） 」 及 び 各 業 界 団 体 が 策 定 す る

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 拡 大 防 止 の た め の ガ イ ド ラ イ

ン に 基 づ く 取 組 を 実 施 す る こ と 。  

（ ６ ） い ば ら き ア マ ビ エ ち ゃ ん の 利 用 者 登 録 の 推 進 に 協 力 す る こ と 。  

 

（ 協 力 金 の 支 給 決 定 等 ）  

第 ８ 条  知 事 は ， 第 ６ 条 第 １ 項 の 申 請 が あ っ た と き は ， そ の 内 容 を 審

査 す る も の と し ， 適 当 と 認 め ら れ る と き は 協 力 金 の 支 給 を 決 定 し ，

協 力 金 を 支 給 す る も の と す る 。  

２  知 事 は ， 前 項 の 審 査 の 結 果 ， 協 力 金 の 支 給 を し な い 決 定 を し た と

き は ， 申 請 者 に 対 し ， い ば ら き ア マ ビ エ ち ゃ ん 事 業 者 登 録 協 力 金 不

支 給 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り ， そ の 旨 を 通 知 す る も の と す

る 。  

 

（ 協 力 金 支 給 の 方 法 ）  

第 ９ 条  知 事 は ， 協 力 金 の 支 給 を 決 定 し た と き は ， 申 請 者 に 対 し 口 座

振 替 払 の 方 法 に よ り 支 給 す る 。  

 

（ 支 給 申 請 の み な し 取 下 げ ）  

第 10条  知 事 は ， 関 係 書 類 の 不 備 に よ り 振 込 不 能 等 が あ り ， 知 事 が 確

認 等 に 努 め た に も か か わ ら ず ， 30日 間 関 係 書 類 の 補 正 等 が 行 わ れ な

か っ た 場 合 そ の 他 申 請 者 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 支 給 で き な か

っ た と 認 め ら れ る と き は ， 当 該 協 力 金 の 申 請 が 取 り 下 げ ら れ た も の

と み な す 。  

 

（ 調 査 ）  

第 11条  知 事 は ， 協 力 金 の 支 給 に つ い て ， 必 要 と 認 め る と き は ， 申 請

者 等 関 係 者 に 対 し て 書 類 の 提 出 を 求 め ， 事 情 聴 取 等 を 行 う こ と が で

き る 。  

 

 



（ 支 給 決 定 の 取 消 し 等 ) 

第 12条  知 事 は ， 協 力 金 の 支 給 を 受 け た 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る と 認 め る と き は ， 当 該 各 号 に 定 め る 額 に か か る 支 給 決 定 を 取

り 消 す こ と が で き る 。  

 （ １ ） 故意若しくは重大な過失により申請書に虚偽の記載を行い又は偽りの

証明を行うことにより，本来受けることのできない協力金を受け，又は

受けようとする場合 支 給 決 定 し た 協 力 金 の 全 額  

（ ２ ） 前 号 に 該 当 し な い 場 合 で あ っ て ， 協 力 金 の 支 給 を 受 け た 者 に

支 給 さ れ る べ き 協 力 金 の 額 を 超 え て 支 給 を 受 け た 場 合  当 該 支

給 さ れ る べ き 額 を 超 え て 支 払 わ れ た 部 分 の 額  

２  知 事 は ， 前 項 第 １ 号 に 該 当 す る と 認 め た と き は ， 前 項 第 １ 項 に 該

当 す る と 認 め た 日 又 は 協 力 金 の 支 給 決 定 を 取 り 消 し た 日 以 後 ， 当 該

者 に 協 力 金 を 支 給 し な い も の と す る 。  

３  知事は，第１項の規定による取消しを行ったときは，取り消された者に対

し，その旨を通知するものとする。 

 

（協力金の返還等） 

第 13条  知 事 は ， 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 取 消 し を 行 っ た と き は ， 期

限 を 付 し て ， 既 に 支 給 し た 協 力 金 の 返 還 を 命 ず る こ と が で き る 。  

２  知 事 は ， 前 条 第 １ 項 第 １ 号 に 基 づ く 取 消 し を 行 い ， 前 項 に 基 づ く

協 力 金 の 返 還 を 命 ず る 場 合 に は ， そ の 命 令 に 係 る 協 力 金 の 受 領 の 日

か ら 納 付 ま で の 期 間 に 応 じ て 年 利 10.95パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し

た 加 算 金 の 納 付 を 合 わ せ て 命 ず る も の と す る 。  

３  前 項 の 規 定 に よ り 加 算 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 場 合 に お い

て ， 第 １ 項 に 基 づ く 協 力 金 の 返 還 を 命 ぜ ら れ た 者 の 納 付 し た 金 額 が

返 還 を 命 ぜ ら れ た 協 力 金 の 額 に 達 す る ま で は ， そ の 納 付 金 額 は ， 当

該 返 還 を 命 ぜ ら れ た 協 力 金 の 額 に 充 て ら れ た も の と す る 。  

４  第 ３ 項 に 基 づ く 協 力 金 の 返 還 及 び 前 項 の 加 算 金 の 納 付 に つ い て

は ， 当 該 命 令 の な さ れ た 日 か ら 20日 以 内 と し ， 期 限 内 に 納 付 が な い

場 合 は ， 未 納 に 係 る 金 額 に 対 し て ， そ の 未 納 に 係 る 期 間 に 応 じ て ，

年 利 10.95パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 延 滞 金 を 徴 す る も の と す

る 。  

 

(そ の 他 ) 

第 14条  この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，

知事が別に定める。  

 

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ２ 年 １ ０ 月 ２ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し ， 第 ２ 条 た

だ し 書 き の 大 規 模 イ ベ ン ト を 開 催 す る に 関 す る 規 定 は 令 和 ２ 年 ６ 月

２ ４ 日 か ら 施 行 す る 。  


